
道路占用手続きの手順（工事用施設）

東京都
第二建設事務所
管理課占用担当

所轄の警察署

道路占用許可申請書
（第二建設事務所）

添付資料 ３部

道路使用許可申請書
（所轄の警察署）

添付資料 ２部

＜申請書提出先＞

〇許可後に内容変更、期間の延長を行う場合は、再度上記の手続きが必要です。

申請内容確認（仮受付印を押して返却します）

承認印 許可

許可

着手届提出

完了届提出

東京都第二建設事務所 管理課 占用担当
０３－３７７４－８１８４ （直通）

東京都
第二建設事務所
管理課占用担当

東京都
第二建設事務所
管理工区 など

※ 許可書ができ次第、電話連絡いたします。
庁舎３階の銀行で占用料を納付できます。

本申請

工事着工

＜占用許可の申請書類＞
・申請書
（東京都様式・４枚つづり）

・案内図、平面図、断面図、
立面図、現況写真、その他
（各３部）



殿
〒
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TEL

場
所
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7 「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。

2 　　　　　　　　については、該当するものを○で囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書又は回答書の番号及び年月日を記載すること。

申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当
者」の欄に所属・氏名を記載すること。

申請者（申請者が法人である場合は代表者。以下同じ。）が氏名の記載を自署で行う場合又は申請者の本人確認のため道路管理者が別に定
める方法による場合においては、押印を省略することができる。

「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載すること。
「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。

変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（　　　）書きすること。

については、該当するものを○で囲むこと。
協議　 第35条 協議

道 路 の 復 旧 方 法
　現況復旧

添 付 書 類
　案内図・平面図・立面図・
　断面図・現況写真・工程表

備考

　　[占用料計算例]
　　４㎡（切上げ）×＠単価×２/１２＝○○，○○○（円未満切り捨て）
　
　　占用料単価（１㎡あたり１年間）３８，０００円（渋谷区）
　　　　　　　　　　　　　　　　　１９，９００円（品川区・目黒区・大田区・世田谷区）

　　※申請書は４枚綴りで一式です。
　　※図面等の添付書類は３部作成してください。

記載要領

1
許可申請 第32条

及び
許可を申請

――――

令和　　　３年　　６月　　１１日まで

占 用 の 期 間

令和　　　３年　　４月　　１２日から
２
月

間 占 用 物 件 の 構 造 　ビデ足場
令和　　　３年　　６月　　１１日まで

工 事 の 期 間

令和　　　３年　　４月　　１２日から
２
月

間 工 事 実 施 の 方 法

占 用 物 件

名 称 規 模 数 量

　
　　　足場・仮囲い
      朝顔

　　　出幅　　　　　　　延長
　　　０．１ｍ　　×　　３．５ｍ
　　　０．８ｍ　　×　　３．５ｍ

　
　　　　　０．３５㎡
　　　　　２．８　㎡
　　　　　　　　　　計３．１５㎡

占 用 の 目 的 　○○ビル新築工事のため

占 用 の 場 所

路 線 名 　都道３０５号線（明治通り） 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

　渋谷区神宮前○-○-○

００－００００-００００　　内０００

道路法
第 32 条

の規定により
許 可 を 申 請

します。
第 35 条 協 議

東京都第二建設事務所長

東京都品川区広町２－１－３６

○○建設株式会社
　　代表取締役　○○　○○

１４０－０００５

担当者 土木課　○○　○○

許 可 申 請 新
規

更
新

変
更

道路占用 書
　　　　　年　　　月　　　日

協 議
　　　　　年　　　月　　　日

変
更

更
新

新
規

道路使用許可は

正副２部

ご用意ください。

足場等設置の日から
撤去の日まで

[工事用施設記載例]









許可基準及び留意点 

１．事前の申請であること。 

２．道路占用がやむを得ないと認められること（敷地に余裕がない）。 

３．占用の出幅等は許可基準内（下記参照）で、かつ必要最小限であること。 

 （道路事情等により許可できないことがあります。） 

４．仮囲いに設置する扉は、外開きにしないこと。 

５．仮囲いには、法令等で定められているもの以外は掲示しないこと。 

６．占用目的外には使用しないこと。 

７．許可条件を守ること。 

８．標識及び街路灯、側溝、雨水桝、点字ブロックなどの機能を妨げないこと。 

９．消火栓、マンホールなどの位置を明示し、操作を可能にすること。 

１０．仮囲い又は足場の周辺は、交通の支障とならないようにすること。 

 

※歩道の占用にあたり、歩行者の通行を確保するため、特に以下の点に留意する

こと。 

●切り下げがある場合、切り下げを除いた歩道の平坦部を 1.5ｍ確保すること。 

●点字ブロックの機能を阻害することのないよう、足場など占用物件が点字ブ

ロックにかかることのないように設置すること。 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都第二建設事務所管理課

①

歩 道 植栽帯

②

３ｍ以上

歩 道 植栽帯

①

②

４．５ｍ以上

※上記①は満たせないが、歩道からの高さが３ｍ以上
    確保できる場合、駆け出し足場が可能。

車　道

※上記①は満たせないが、車道からの高さが４．５ｍ以上
    確保できる場合、駆け出し足場が可能。

車　道

〔足場〕
【歩道上】 出幅・・・歩道有効幅員の１/３以下で、かつ最大１．０ｍ以下

※植栽帯、ガードパイプ等がある場合は、その内側から１/３以下とする
※占用物件を除いた歩道有効幅員は１．５ｍを確保すること

※切り下げがある場所は、平坦な部分で幅員１．５ｍを確保すること

足
場

１/３Ｌ以下および１ｍ以下

Ｌ（有効幅員）

１．５ｍ以上

【車道上】 出幅・・・車道幅員の１/８以下で、かつ最大１．０ｍ以下

１/３Ｌ以下
１ｍ以下

Ｌ（有効幅員）

１．５ｍ以上

１/８Ｌ以下および１ｍ以下

Ｌ（車道幅員）

１/８Ｌ以下

１ｍ以下

Ｌ（車道幅員）

足
場

足
場

足
場

道
路
境
界

道
路
境
界

道
路
境
界

道
路
境
界



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都第二建設事務所管理課

歩 道 植栽帯

※歩道からの高さは４ｍ以上を確保すること

※車道からの高さは５ｍ以上を確保すること

車　　道

４ｍ以上

５ｍ以上

〔仮囲い〕
【歩道上】 出幅・・・歩道有効幅員の１/３以下で、かつ最大１．０ｍ以下

※植栽帯、ガードパイプ等がある場合は、その内側から１/３以下とする
※占用物件を除いた歩道有効幅員は１．５ｍを確保すること

※切り下げがある場合は、平坦な部分で幅員１．５ｍを確保すること

１/３Ｌ以下および１ｍ以下

Ｌ（有効幅員）

１．５ｍ以上

仮
囲
い

１/８Ｌ以下および１ｍ以下

Ｌ（車道幅員）

仮
囲
い

【車道上】 出幅・・・車道幅員の１/８以下で、かつ最大１．０ｍ以下

〔落下物防護用施設（朝顔）〕
【歩道上】 出幅・・・危険防止に必要な範囲（原則として車道にかからないこと）

【車道上】 出幅・・・危険防止に必要な範囲

道
路
境
界

道
路
境
界

道
路
境
界

道
路
境
界


